
 

2024年 12月 

みずほ信託銀行 

 

外貨普通預金規定改定のお知らせ 

 

みずほ信託銀行での外国為替業務の取扱いを終了することに伴い、2025年5月1日（木）

より、「外貨普通預金規定」を改定いたします。改定後の新規定は、改定前よりお取り

引きいただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。 

 

1. 対象となる規定 

外貨普通預金規定 

 

2. 改定内容 

改定前 改定後 

４．（預入） 

（１）この預金口座に預入れる通貨の種類

は当行所定の外国通貨とし、預入額は通帳

表紙記載の当該通貨 1 補助通貨単位以上

の金額とします。 

（２）この預金口座には、為替による振込

金を受け入れます（外国からの振込を含み

ます）。なお、この預金口座への振込につい

て、振込通知の発信金融機関からの重複発

信等の誤発信による取消通知があった場

合には、振込金の入金記帳を取消します。 

（３）この預金口座には次のものは受入れ

ません。 

① 外国通貨建の現金 

② 手形・小切手 

４．（預入） 

（１）この預金口座に預入れる通貨の種類

は当行所定の外国通貨とし、預入額は通帳

表紙記載の当該通貨 1 補助通貨単位以上

の金額とします。 

（２）この預金口座には、為替による振込

金を受け入れます（外国からの振込を含み

ます）。なお、この預金口座への振込につい

て、振込通知の発信金融機関からの重複発

信等の誤発信による取消通知があった場

合には、振込金の入金記帳を取消します。 

（２）この預金口座には次のものは受入れ

ません。 

① 外国通貨建の現金 

② 手形・小切手 

③ 為替による振込金（外国からの振込を

含みます。ただし、当行取扱いの外貨建運

用商品にかかる為替による振込金を除き

ます。） 

（３）この預金口座への振込について、振

込通知の発信金融機関からの重複発信等

の誤発信による取消通知があった場合に

は、振込金の入金記帳を取消します。 

 

今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引

き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

以上 


